
警察庁 資料

（平成11年～平成15年）

実父 養･継父 内縁 その他 小計 実母 養･継母 その他 小計 構成比

49 40 23 7 119 58 2 4 64 183 100.0

6 1 3 0 10 16 0 0 16 26 14.2

25 24 17 1 67 27 2 2 31 98 53.6

5 5 4 1 15 8 0 2 10 25 13.7

4 0 1 0 5 0 0 1 1 6 3.3

1 3 0 2 6 0 0 0 0 6 3.3

0 1 0 2 3 0 0 0 0 3 1.6

8 6 2 2 18 0 0 0 0 18 9.8

0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 1.1

4 2 0 0 6 13 0 1 14 20 10.9

1 1 0 0 2 2 0 0 2 4 2.2

43 34 34 5 116 60 3 5 68 184 －

6 6 ▲11 2 3 ▲ 2 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 4 ▲ 1 －

14.0 17.6 ▲32.4 40.0 2.6 ▲3.3 ▲33.3 ▲20.0 ▲5.9 ▲0.5 －

50 31 46 9 136 74 2 4 80 216 －

60 22 47 8 137 64 1 6 71 208 －

29 20 22 3 74 52 0 4 56 130 －

注）「その他」は、曾祖父、祖父、祖母、兄、父母の友人で保護者と認められる者等である。
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青 少 年 保 護 育 成 条 例 違 反

保 護 責 任 者 遺 棄

重 過 失 致 死 傷
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強 姦

強 制 わ い せ つ

児 童 福 祉 法 違 反

15年

殺 人

傷 害

傷 害 致 死

加害者の罪種別・被害者との関係別検挙状況

（被害者が18歳未満の場合）

父親等 母親等 検挙人員


